
報告第 1号関係資料

福   祉    部

平 成 22年 6月 9日

地方自治法第 179条第 1項の規定に基づき専決処分した葛飾区

国民健康保険条例の一部を改正する条例の報告及び承認について

国保年金課

1.条例改正の理由

平成 22年 5月 19日 「医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等

の一部を改正する法律」が公布 され、同 日施行 された。

これにより区市町村からの拠出金、国及び都道府県からの負担金によつて時限的に

実施 してきた高額医療費共同事業等が、平成 21年度までから平成 25年度までに延

長 されたことに合わせ、一般被保険者に係 る基礎賦課総額の算定の特例も同様に延長

されたことから、保険料の上昇を抑制するため保険料算定の前に、直ちに条例改正を

行 う必要があつたため

2 条例改正の概要          :
(1)一般被保険者に係る基礎賦課総額の特例の期間延長 (付則第 10条関係 )

一般被保険者に係る保険料基礎賦課総額を算定する際の特例措置を、平成 25年

度まで延長すること。

(2)規定の整備 (第 14条の 3関係 )

国民健康保険法第 72条の 4の規定が削除されたため、これに係る所要の規定を

整備すること。

3 新旧対照表

別紙のとお り

4 施行日

平成 22年 5月 19日



葛飾 区国民健康保険条例 (改 正部分抜粋)新 旧対照表

現 行 改正後

第 1条から第 14条の2まで  (略)

(下般被保険者に係る基礎臓謝観勤

第 14条の3保険料の賦課額のうち讐

(法附則第 7条第 1項に規定する退職被保険者等

(以下「退職彼保険者等」という。)以外の被保険

者をいう。以下同じ。)に係る基礎賦課額 (第 19

条の2の規定により基礎賦課額を減額するものと

した場合にあつては、その減額することとなる額

を群きこ%)α凛留頃 0以T「甚郵趨斌議諦M向 という。)

は、第 1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げ

る額の見込額を控除した額を基準として算定した

額とする。

(1)(哺
(2)当該年度における法第 70条の規定による負

担金 (高齢者医療確保法の規定による後期高齢者

支援金 (以下「後期高齢者支援金」という。)及び

高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金

(以下「病

―

という。)並びに介護納

付金の納付に要する費用に係るものを除く。)、 法

第 72条の規定による調整交付金 制 高齢者支援

金及び病床転換支援金並びに介護納付金の納付に

要する費用に係るものを除く。)、 法第 72条の2の

規定による都道府県調整交付金 御 高齢者支援

るΣ房なり洸対夙障犠載輿ゥに拐懃金ぎ立てバにグ稽護餅内申上金rDメ犠静ォに

要する費用に係るものを除く。)、 法第 72条の4第

1項の規定による繰入金、法第 72条の5の規定に

よる負担金、法第 74条の規定による補助金、法第

75条の規定による補助金 (後期高齢者支援金等及

び病      並びに介護納付金の納付に要

する費用に係るものを除く。)及び貸付金 御 高

齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに介護納

付金の納付に要する費用に係るものを除く。)その

他国民健康保険事業に要する費用 (国民健康保険

の事務の執行に要する費用並びに後期高齢者支援

金等及び病床転換支援金等並びに¨ 納

付に要する費用を除く。)のための収入 (法第 72

第 1条から第 14条の2まで  (略 )

(下般被保険者に係る申

第 14条の3保険料の賦課額のうち一般被保険者

(法附則第 7条第 1項に規定する退職被保険者等

(以下 礎鮒嚇保験嗜等」という。)以外の被保険

者をいう。以下同臥 )に係る基礎賦課額 じ轟9

条の2の規定により基礎賦課額を
―

るものと

した場合にあつては、その減額することとなる額

を含む。)の総額 (以下「出贈廣剰鮮範 という。)

はt第 1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げ

る額の見込額を控除した額を基準として算定した

額とする。

(1)lul
(2)当該年度における法第 70条の規定による負担

金鯖癬堵篠瞭確保法の規定によるイ憩辞職者雄

金 似 下 機期育嵩堵支援金」という。)及び高齢

者軸 の規定による病

…

似 下
「病床転奥刻豫鈍 という。)並びに介護納付金の

納付に要する費用に係るものを除く。)、 法第 72条

の規定による調整交付金 協脚猜嵩堵支援金及び病

床転換支援金並びに介護納付金の納付に要する費

用に係るものを除く。)、 法第 72条の2の規定によ

る都道府県調整交付金 制 高齢者支援金及び病床

転換支援金並びに介護納付金の納付に要する費用

に係るものを除く。)、 法第 72条の4の規定による

負担金、法第 74条の規定による補助金、法第75条

の規定による補助金 御 高齢者支援金等及び病床

転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する費

用に係るものを除く。)及び貸付金 (後期高齢者支

援金等及び病      並びに介護納付金の

納付に要する費用に係るものを除く。)その他国民

健康保険事業に要する費用 (国民健康保険の事務の

執行に要する費用並びに後期高齢者支援金等及び

病床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要す

る費用を除く。)のための収入 怯 第 72条の3第 1

項の規定による繰入金及び法附則第7条第1項の規



現 行 峰

条の3第 1項の規定による繰入金及び法附則第7

条第 1項の規定による療養給付費等交付金 (以下

中 交付金」というし)を除く。)の額の

合算額

第 14条の4から第 29条まで  略 )

付 則

第 1条から第 9条まで  (略)

(平成 20年度及び平成 21年度における秘 険

者に係る中 の制励

第 10条 平成20年度及び平成 21年度における第 14

条の 3の規定の固明については、同条第 1号中「保

健事業に要する費用の額し とあるのは「保健事業に

要する費用の額、法附則第 26条第 1項第 1号に掲げ

る交付金を交付する事業に係る同条第 2項の規定に

よる拠出金に相当する額及び同条第 1項第 2号に掲

げる交付金を交付する事業に係る同条第 2項の規定

による拠出金の 2分の 1に相当する額し と、同条第

2号中「その他」とあるのは「、法附則第 26条第 1

項の規定による交付金そ倒勘 とする。

第 11条及び第 12条  略 )

定による療養給付費等交付金

交伯 という。)を除く。)

似 下 町韓歎詐蹟等

の額の合算額

第 14条の4から第 29条まで  略 )

付 則

第 1条から第 9条まで  (略 )

(平成 22年度から平成 25年度までの各年度におけ

る一般被保険者に係る基礎賦課総額の制

第 10条 平成22年度から平成25年度までの各年度

における第 14条の3の規定の適用については、同

条第 1号中「保健事業に要する費用の勧 とあるの

は「保健事業に要する費用の額、法附則第 26条第
1項第 1号に掲げる交付金を交付する事業に係る同

条第 2項の規定による拠出金に相当する額及び同

条第1項第2号に掲げる交付金を交付する事業に係

る同条第2項の規定による拠出金の2分の1に相当

する4範 と、同条第2号中「そのfL」 とあるのは「、

法附則第 26条第 1項の規定による交付金その他」

とする。

第 11条及び第 12条  ⑭

付 則

この条例は、公布の日から施行する。


